
地36補助を焚けて整講する鉄軌道駅の耐震舗強事業iこより散得した 曾題土交通電� 
吋� W 鉄道，施設に係る課税標準の特例措慣の証長L固定資産税〉

AEZ 

理
性

1 政策体系の中での位置づけ� 2.当初の政策闘様が既に達成されていないか� 

O 駆り耐震化の推進については、内閣総理大隠を会主義とする政� 
府防災会識における平成17年7月の妨災喜基本計翻において、

国j立憲民毒事不特定多数の者が使用する施設について、関緩伎の

穣係!こ特に童ïl~撃するものと指摘。政策評嫡記長!こ義づく政策チエツ 

クアップにおいてもf主要な鉄道駅で被震化が米霊祭織である駅

数jが議幾態躍とし支掲げられるなど、致完誉会体、あるいは密土
表通う撃の政策体系の容で優先度や緊婆稔の惑い致事長として密
擦に佼緩づけ忽� 

， 

O 主要な鉄道釈の鮒緩化については、平成22年度末までの6年間後

自途に図ることtごしており、米実施釈があるためさ当初の政策関擦は
未達成。

有� 
効
性

3綱渡用件数が僅少、特定の者に偏っていないか� 4.事後詳備等における確認荻況

O 平成20年度の適用件数jま11件となっているが、駅の耐震化に� 

つい-とは対象が全体で165駅であり、� i盛期数が想定外!こ優少で
あったりお鵠廷外に特定のものに傭ってはい復い。

O 業績指様の r~た婆な鉄道駅で耐震化が朱実施である駅数Jについて
の政策チェックアップにおいて、本特例に関する減税見込綴そを踏Eまえた
上で、目標の遼成状況に関する分析を行い、盟主の務策を維持するた� 

畳置。
0'*た、� 22年度末の期限に向けて、適用件数は増加する見込で

ある。〈公2年度見込22件)

報
当

教

5.他の支援措置等との役割分担� 6.政策目的議成手段として‘的確かっ必要最小限な椅設か� 

O 鉄道義誌の綴震補強豪業に対する様勤務i凌〈鉄遂施設総会安全

対築家幾重電機致〉壁、箆設整畿のための初織投資の食援を軽減

することによ主盤設蓑備を行いやすくするためのものである一方、
本特例i丸補助を受吐て施設を重量織した後!こ増大する回定資産

説食鶏について、三匙を軽減し、妻築業容の2ンングコストの負

鍛恋駿議する」とにより、鉄道事業者i噌緩宇都食事業を行うイン� 
i!ンティブを与えるものであり、適切かつ明確に役割分担。

O 鉄道釈の耐盤機強要評議患は極めて公共投の高い事業であるが、議麓� 

の費用がかかるにもかかわらず、鉄道事業者のlIJl.議増!こ目撃接結びつ

かない採算伎の惑いものであり、導入費用の負狽1震に主Il:~色、導入後も
喜怒定資産税が大穏に増加することとなり、事業設の投資意欲が働きに

くい状j究。本特例んより、豪苦しく取得した施設立ミ鼠定資産税負拐を軽減

主i>ことi弘樹襲被強事業i三対する投資へのハードんを引き下げ、京
の耐震銭を捻滋するための政策手段として的確。

O また、添特例i立、税負担の大きい施設整儀後の竺渡期間広震って冨
定資産税を絞滅するものであるとともに、念体の減税額及びT件あたり

の減税額の大きさから注国民の納得できる必裳最小限の緩震。� 

0首都磁下型地震等に備えた防災機能の向上が強〈求められる現状下で、鹿止を行うことは、駅利用者や輝行人など

の安全穂波心の確器、震災時の耕災拠点の確保に多大な影響が出るtとめ不灘切ロ� 
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駅における耐震補強の整備を促進し、駅利用者の安全の向上を図るとともに、発災時における駅の緊急応急活動拠点機能を確保するため国の補助金

を受けて緊急に実施する駅の耐震補強工事に係る特例措置を1年間延長する。 

E曙開a時事霊園
。首都直下地震、東海地震等の大規模地震の発生が予測される中、駅の防災機能の向上が喫緊の課題。

。内閣総理大臣を会長とする中央防災会議における平成 17年 7月の防災基本計画においても、駅の耐震について早急に進めるよう指摘。

防災基本計画(平成  17年 7月) (抄)
、

駅等不特定の者が使用する施設(中略)について、耐震性の確保に特に配慮するものとする 0 

0この指摘を踏まえ、平成 18年度 ~22年度の 5 ヶ年計画で駅(※)の耐震化を推進中。

(※)乗降客数一日一万人以上かっ折返し設備を有する駅又は他路線と接続している駅
 
Oしかし、この耐震補強工事は、多額の費用を要する一方で、直接、需要の増加に結びつかないことから、 5ヶ年計画での緊急整備


の達成に向け、施設整備に伴い増大する固定資産税負担を一定期間軽減する本特例措置による支援が必要不可欠。


18年度 19年度 20年度 2.1年度(見込) 2.2.年度(見込)
 

耐震補強事業

進捗状況 L尽昨累計) B駅 37駅 57駅 94駅 165駅
 

進捗率  4. 8早古 224% 34.5% 57.0% 100%
目 

E会豆諸国圃 
|耐震補強工事の概要|目地震時に訳が果たす役割| 

-・ 
-応急対応の拠点 圃緊急人員輸送の拠点 圃ブレース(すじかい補強) 圃鋼板巻き

011 O
~百

「:1点. 
駅部に係る耐震補強工事により取得する償却資産

・特例措置の内容:固定資産税:課税標準  5年間  2/3に軽減
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地37 JR貨物が鉄道貨物輸送の効率化のために取得した機関車・コンテナ貨車に轡国土交通省
一係る課税概織の特例措置の延長〈固定資鹿税〉� 

1.放策体系の中での位置づけ 

O 鉄道貨物へのそ…ダルシフトの推進及びそのための鉄道輸送
の草委送カ織強については、京都議定書呂標達成計窃(額議決� 
定)[こ震設り込2まれるとともに、政策詳{益法人基づく政策チェック
主立立においてfトフックから鉄道コンテナjこ転換するいとで増加� 

理*する鉄議コンテナ輸送トンキロ数jが業績指標として掲げられるな
性 ど、濃度念総あるいは� 5護士交透省の政策体系の中で優先震や

緊要性の高い政策tごして明確に位置づけ。� 

O また、ポスト主主都議定書撃の議論が進むなど、地球環境問題への
取り組みが滋々幾重要となる中、鉄道貨物輸送へのモ…ダルシフト
の重姿性i志家すます増大。� 

3.漉用件数が犠少、特定の者に偏っていないか� 

O 鉄道貨物へのモーダルシフト推進のための本特例の対象がJR 
貨物1社に限られているのは、国鉄改革の際、国鉄再建厳現祭

有� 
効

員会の霊t!!校受It、我が閣における鉄道貨物輸送の大泉をJR性
貨物1社が炉うこととなったためであり、適用数が想定外!こ儀少
であったり、想定外の特定のものに傷つてはいない。

ゑ他の支援措置等との役割分担� 

0=ききの機務主義に対しては、(独〉新エネルギー震度霊長技術総会開報� 
発機構指定DO)のエネJレギー使用合理化事業者支援護事業都黍当
題しているが、これは、省エネルギー促進のためであり、喜怒遼支を

性
行媛大笈稜畿毒事が可能な機積率，賞主義の導入によりモ…ダルシフ
1::そ促進する2k特例とは、基本的に趣旨・対象が異なるもの。� 

官

2幽当初の政策目標が既に達成されていないか� 

o JR貨物が傑手写する国鉄から家継した老朽主義簡は、機綴主義で約6害|j、� 
ごコンテナ貸主義で約4事i残されていると」ろであり、� C02の排出議が営業
mトラックの1f7である鉄道貨物へのモーダJIIシフト捻遂のためには大量筆
警i獲高濠走行が可能な高性援の率蕗への笈新をできるだけ主主〈完了す
る必警警があり、当初の致策邑穣は未遂完走。

0'*た、京都議定書信標達成計額において、平成会4年度までの箆襟� 
がま定められているところ、今後は2020年におけるC02の25%誇1j滅iこ
血性、鉄道貨物へのモ三~IL-公立トを更に捻遂していくことが必要。

4.事後評価等における篠縁状況

O 業績指標の「トラックから鉄道コンテナに転換するこたで増加する鉄道
コンテナ輸送トンキロ数Jについての政策チコιックアップにおいて、蔓塞
上本特例に関する減税見込額安踏まえたよ闘機の議成状況に関
する分析をfiい、現在の施策特維持するた評価。

a政策目的達成手段として、的確かっ必要最小限な措置か� 

O 鉄道貨物へのモ-2'JII:，.7ト推進のためには、潟性能の準高への更新安
できるだけ皐〈完了する必要があるが、経滋状況が厳しいJR貨物ド

とって、主義高更整時の濁定資産携の増加は大きな負担となぜ、車演の
業章者を極書。本特例により、家街更新絡の溜定資産殺を軽減すること
盤、より多くの車高の更新を促す劾5裂があり、モ…ダルシフト促進とい
王政策の達成のための手段として約後。

0'*た、本特例は、税負担の大きい主事湾滋得後-~E綴額 iこ限って密定
資産税を軽減するものであるとともに、きを体の減税額及び1件あたりの
滋謹額の大きさから、国民の級得できる必華要最小限の措置。

、翌是



JR鰍が鉄蹴物輸齢効率…に取得した機関車一貨車に悩 特 例 輔 の 延 長 ( 闘 定 資 産 税 )

鉄道貨物輸滋の効準化を関り� 4モーダルシフト施策を促進するため、� JR貨物が取得する大量型軽i:J1・2詰i援策行が可能な機関窓lk.ぴ大量積載"高速走行
が可能なコンテナ賀線に係る特例指畿の適用期限を2年延長する。� 

E胤間際滑来週・� 

O 鉄i設昔話物の C02排出~.i詳イ伎は、営業用トラックの 1/7 O 京都議定番目機途民主計闘に才きいても、鉄道立コンテナ験主義トンキロの増加自擦が

平成24年度まで定められている。 ゆ~ :殴2主手E蛇では 32~意トンキロ(立すHl2年度沈} } 
京都量定書隠様銀成計欄骨随銀総� 

o 200 400 600 800 1000 1200 

かC021トンキね(2006年度}� 

機~]事 

O 電話ffjtJ今季初jの義をよ詩?とより、事義務主事及びコンテナ祭主主は務実に受章号されている。 18密鉄筆蕊
しかしながら、まま議五害警警支持主喜多いため、領室長から承量産された老朽率言言法、

事者遺筆湾
いまだま議関王誌で象きち繋号、:;]ンテす香芝宝容で約4き認定言受草されているととろであり、� 

言十
2これらの笈新ちでぎきるだけ尽く主主すする必主さがある。

争-110.3務夜� H21.3務事E 
447ft湾(61覧}793潟� 

2皐5ft怒(39詰)87iffii 

880潟� 732ft寄付∞紛� 

O 主主主事、今後浴、加仰に3必ずる∞2の25%有機iこ!樹、環境に優しい室長選貨物へのモーダルシフト安交に機器きしていく必漆がある。

新進寧荷数

r，穏198ート� 

-.~1，臓機E

{税号震i激震撃の暴露3霊山� m議A:後援量殺“課税標準S王手陣� 1/2rこ軽減� i {税制j特例の効果� QI22年皮 (2010玉手段)兇i犯し)1 
本税制特例による� 

宜畿地な効轟t
自証する摺分� 

i自重盟主主耳if，苛 新進車荷

O 組..
特例の目撃問要件
・量量E話線療費量費えること

“責主E露出力費総えること


得	 [醐速度 110km/h I 

|最高出カ 4.000kw I 


'"輸遺カ湖検事象晦，:よる年剛S舗網舗道混トン<，� D

i

(謂 ;;mdh)
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地38 JR貨物が鉄道質物輸送の効率記むために第三セクターから惜ザ受ける 曾国土交通翁
鉄道施設に係る課税標準の特例措置の「班長〈聞定資産税)=色、 s'̂ ， 

1 政策体系の中での依鏡づけ� 2.当初の政策目標が既に達成されていないか� 

O 鉄道貨物へのそダルシフトの推進及びそのための鉄道総送
の総送力増強については、京都議定書E3綴透露支計盛〈爵議決� 
淀川こ盛り込まれるとともに、政業評価法仁義づく政策チェック

合 芝立-:1においてfトテyクから鉄道コンテナ!こ転換する」とで増加
する鉄道コンテナ輸送トンキロ数」が業綴指標tごして掲げられるな
ど、政府全体あるいは悶本交通省の政策体系の中で優先度や
緊喜善性の高い政策として明確九位脅づけ。� 

o ~主た、ポスト京都議定書撃の議論が進むなど、地球潔境問題への
取り緩みが主義々 3霊祭となる中、鉄道貨物験送へのモーダルシフト� 
の護要注はまずまず増大。

理
性

O 現在京都議主主審問様遂長主計冨において、平成24年度までの箆擦が
:iEめられているところであり、鉄道貨物の総送力増強雀験送効務化を
図るための施設の霊祭僚は、環境!こ優しい鉄滋貨物へのモーダルシフト
の推進に資する」とから、� 13;;k全国に広がる愛物鉄道の施設について
順次行っていく必獲があり‘当初の目的i玄米途成。

年度までの24ニ、現在京都議定番問標達成計聞において、平成H'1o 
El標が定められているところであるが、今後12020 の;l:: 年におけるC02
25%高IJ滅に向iす、潔墳に優しい鉄道葉物へのモーダルシフトを漢に
推進していくことが必姿。� 

3.遥用件数が穫少、特定の者に偏っていないか� 4.事後評鏑等における確認状況

有� O 鉄道貨物へのモダルシフト推進のための本特例の対象がJR O 業績指標のfトラyクから鉄道コンテナに転換することで増加する鉄選
貨物 1社に限られているのは、国鉄改革の際、国鉄再建~理委劫 コンテナ輸送トン守口数」についての政策チェックアップにおいて
員会の意見を受iす、殺が簡における鉄道貨物輸送の大宗をJR教 史上本経1~Hこ関する減税見込額を踏まえたよで、自標の達成状況に関
貨物1社が担うこどとなったためであり、適用数が想定外iこ嬢少

する分析を析し、急続径の施策を綾務全ると艶題。
であったり、想定外(J)特定のものに犠つてはいをい。

5.俄の支援措霊等との役額分按� 6.政叢髭鵠遼成手段として、鈴礁かつ必婆最小患な諸経か� 

O 鉄道貨物の輸送力増強に対する補助制度〈幹線鉄道等活性化� 

事業費補助(貨物鉄道))盤、施設整備のための初期投資の負担
相 を軽減することにより施設整備を行いやすくするためのものであ
議 る一方、本特{Fil{;l::，補助を受けて施設を幾徹した後に増大サる
性 題定資産議室是認について、」れを較;主棄しs事業者のフンーングコ

ストの負担を経滋ずるいとにより、貨物鉄遂事業者!こ輸送力増強
を行うインセンチィブを与えるものであり、滋切かつ務権!こ役毅i分� 

襲。

O 貨物鉄道の織設の獲備を行い、� JRl愛物に貸し付ける第=セクターは
施設の整備に伴い増加した固定資巌税など維持運営コストを貸付料とし
て徴収寸るが、経営状況が厳しいJR笈物にとっては、これが大きな負

担となり、投資芸家欲を阻害。本特例!こより、盟主室主主主を軽減し、貸付
料の軽減を通じてJ険賞動の負吉田を駿滅することは、総設幾{織を促進し、
モ三ダルシフト促進とL巧政策遂成のための手段として約様。

O また、本特例i念、税負担の大きい施設祭儀後の三重議開1:::絞って題
定資重量殺を綬滅するものであるとともに、会体の減税毅及び行ゃあたり
の減税額の大ききから、富民の級得できる必要最小主主の鐙緩。� 

02020年におけるC02の� 25%削減に向けて全力で取り組まなければならない現状下で、織止を行うことは、斑墳に

穫しい鉄道貨物へのモーダルシフトに多大な影響が出るため不適切。
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I "I:~貨物が鉄溜貨物輸滋の効事化のために第三セクターから借り受ける鉄遊説脆椴!こ係る特例措盤の延長 
(臨定資産税-

鉄道貨物輸送の効率化を凶り、モ…ダJレシフト施策を促進するため、コンテナホーム等、第三セクタ…が綾織し、� JR食物が借り受ける鉄道施設に係る

特例措置の適用期限を2年延長する。� 

-Ijy!i，週留経挺週・ 
O 鉄道貨物のC02排出I祭場紋は、'読者淡mトラックの1/7 O 京都議定書目標達成計画においても、量生滋コンヂ悶ナ級王監トンキむの禁事方自尽標語2 

o平成24年度まで定められている� (伊IJ:お22年後六ぜば32意義トンキロ{対日12年度比)) 

O 今後}立、� 2包O年におけるC02の25%jlj1J議総向弘警義援L之{援をしい欽滋焚物への
Z主宰懸賞輸業

モーダルシフトを更に芸並進していく必重警があるe

車畢議定書冨事業家鈴冨母語署捜営業恋愛車皇家

量島量豊

鱗壁土A 
1000 1200 


g-C021トンキ0(2006量事後}� 
-

O 鉄道貨物へのそーダルシフト後遂のため、これ設で、税総特例等の活用により、鉄道貨物の鈴送力増強・織滋効尊重{誌な綴るための施設党議菱{絡が行われて

きたところE 

O 引き続き、モーダルシフト裂を送車のための総滋カ斉捜験者を汲めるためには、経営状況が厳しいJR貨物の投資意欲を陸後しない謀長、絞殺幾督官後の路定資渓税

負怒の4堤?戒を望書るととが必基要不E可欠。

-.~事軍司 !f謹言・ー
[税制措置の概要] {税制特例の効果(H22益事皮� (2010年淡)見過し)� 1 
特例措置の対象:JR鈍物が第三セクターから依り� 5設ける償却資阪 本税制特例による� 

固定資産税:課税源君主当初� 5年間� 1/呂、その後日体問2/3に根減 1直接的な効果に

lr 開閉川駅鉄道貨物輸送力増強事業� 

~ml!l・t儀慾禽鋤愉1I~僧E毒事案
開成21'1'11:-感慮制命事E震予閤

(関陣繍1Iil'"叫

鎗a降z般加傾量産~開方~:-/年
{毘;o"l

:t<o余儀鰍組織1!I鵬m範復費省宇ーをナル

縫の，*蜘厳

@実思"受動による毎."・~肺線民ン'>0

一 一日 山一� 
闘する部分� 
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地40低録費かつ低排出ガス車に保る課税標準の特例措震の延長 曾国土交通省 
  
A 民� 

1.政策体系の中での位機づけ ゑ当初の政策冨標が畿に達成されていないか� 

O 平成20年3fillこ閤撞決定された「改訂京都議定番尽標達成針� | 

国11:::おいて、自勤講義主義体対策どしてFトップランナ…基準Lよる� O 平成19若手授の逮輸部門のC02排出議i念、業成22年度関擦の平成2W

主自主動主0主義万のIぬ燃CC)2善を誇毒主事主ふすよるりこ、と平が成求め年ら度れまてでいj::2.47ろ� 年度比 10.3~11.9%増iこ r ;l:: 1えばない 14.7%増までの氷楽である。費改� jli 22 ると」0 I合


理
 O 平成20年7汚濁議決定されたF45炭素社4 づくり行動守衛j1:::ぉ� 0*た、大都市の大気汚染1:::ついても引き続き深刻な濁題。� 
いて、遺ζt堂f全自動車について、� 2020年まで蹴に新潟販売周の念会二い� O こうしたことから、やお扇動車についても、環境食携の小さい自動議� 

l 性
1食俊郵合で導入する』とを目標kしているとζろ。 の流議後促すため、自動車取得!こ係る税制において負担を軽減す予� 

O さらに、み年9filの箆漣気候変動滋脳会議での鳩山総理の発� ; 本特例ー措援により、自動車ユーザーを磁波食街の小さい鼠効率へ誘

童芦田銚期最を1990年度比で25%剣滅)にあるように、今後地 導する」とが必獲である。


球温暖化対策の充塞が成議。
 

a遠路件数が僅少、特定の者に語っていないか� 4.事後評価等における確建設況� 

O 新車新鋭愛録の自動車のゆで、環境負荷の小さい自動車事が占める
O:<$;捻畿1立、自動主義ユーザーに広〈議獲さ怠る措置であり、特定 割合は年々増加(※※)しており、自動車ユーザーを環境魚衡の小さ

t-万。

有� の者!こ傭るものではない。 い自効率!こ誘導するよでは、本特例措置は有効性がある。
劫� O 本特例措畿の適用台数について、平成22年度、� 23年度平年度� (※※)18年度17%、19年度26%、20年度41%
性 で約70万台を箆込んでいる。� O なお、平成20年度議後評価書において、立rJ竺ン税制j等の効果によ

り、着実に燃費改善治漣(/j.，杢成7年t比較し約20%以よ後蕃してい

る」とが刀てされている。

ゑ他の支援機窓等との役購分担� 6.政策目的達成手段として、終確かっ必要最小限な措置か

相� O これ家でも自動車が;聞こすべき最低限の環境性能(燃費基準や緋ガ
O 本特例措置の要議内容に係る善要件の中古自動車容については、� 

ス基準)を緩和iで定めてきている。その…15で、より燃費懐古言及び排ガ当 補助都度の対象とは怒っておらず捻税制のインセンヅによりs
ス性能型後かた潔境負荷の小さい自動禁の普及を図るため税制特例性 普及を拡大していくh とが必要。
強還を活用しており、必歪最小限の特例措鐙となっている。� 

O 新車新規祭鍾のうち、環護負摘の小さい自動車の占める割合i玄、平成20年度においては斡4割i二、保有台数ペースでは斡� 

6%にとどまっている漠松下で、鹿止又は縮諦を行うのは、地球議暖化対築や大気汚染対策の推進に多大な彰響が出るため

不議壊。� 
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| 自動車関係諸税のグリーン化
 l 
自動車に起因する地球温暖化対策及び大気汚染対策'a:f並進するため、自動車蓑量税、自動車税、自動車取得税の特例橋畿について所獲の見直しを行いつつ透賂

艶農事

ヲ時緩主輩

税率を標ね� 25発事正篠 閲覧総意義

残塁容を繁ね� 50>縫穣

免罪事� 

総呼，..，概ね叩%訓練*3・-

O
U
Z副
次
狐
}

期限を延長することで、低公客室事のE置なる官普及'a:翻る。

ト:鵡築の背景"銭的唱器二I
-園寒気候変動首嵐会議での幾UI総濃の空審議� (00芝生参総量量蓄を� 1990年度比で259晶
一総量章}にあるように‘今後調皇室ま重量暖化対策のまま祭が必要悪.
事豪華思議定書の∞滞期穫を達成するためには、議事事銭円からの∞増滋釜
を2010年度までに� 1990lJl:l:I:10.3-11.9%殺の水謝罪tとする必要襲。

， r室主義素社会づくり行総計滋(200語益事7湾総量義主義淀)Jにおいて、 ~1埜fI:盗致事巨に
ついて、� 2020年までに銃撃簸売の2会iこ1長?の総合会Tることを尽き護.

九
州 

制
輔
副
品
救
世
帯
縦
一
組
側
細
川

自動車グリーン税制(康調総獲量置3.5t'i¥':超えるトラック・パス等}

¥ ¥ ¥  自[H働22.率3説3f事� 2
蓮】

E闘-員自副総動e【η融憎来酬4揖M最の1蜘甑制農(縄輔務問拡車芯3百F高五車 [1自動本MMM位取得M&抗額S縫議【中1l4t古DF日若第草r}nT詰J
電究自動車惜終・..事含む

|関
王然fλ自動車

霊量薬接費
基準達成車

税率を概ね由業軽諜

金一� 

免除

i5tv時v島� 4綾F忌滅JOJ 

レイ
強聖書

駿減A税2.7務発@ / 
滋A税2.7務務③軽

ネ線hEaデRヌ篤a紛fe℃争，.鶴遊冨ぞ脚g急奈会E車叶筋震33jlï耗密与睦初集を年灘2理E事度た日髭す曜，章"表の~l

プラタ...(~J\1J"lJ"Iド宮議事

ヲS蟻量殺

免聖堂 ど金巨
*1・..，言動家滋絡を還のを延傘{持担 3.31l:乞j，ffili1fflm激考<5%、務3忠男議委柔和線復J1I;tf!3%
*2・・ 4鈴� 年重要"ディー号さん彩ミ撃を京都持isU)j!ノタノ札� lPG朝出い官主主義懲役続斜路損滞11


2柔官:その鎗lt議機関ーパス‘タタシ ‘銭濫.船舶.紘'"

注2，鵠叩生存自複町立薮ー京包誼定書隠密逮成府国間由也年3~ .2a8闘機決疲れこおける対策.1:.依ケースの ..鎗

ド冷却-墨公害事の普及戸台数々山� 1I
君。。畠都議浅持器室E(聾蟻自動家に際岳.) 

全体 低公3害主事� j 念体におめる� ! 
i草公号尊重撃の護議会

事長宥台数� 4744万会� 284万台� 8事告

異変要望台数� 284万台� 118万台� 41号も
{忽多.~君主主容.天然ガス容致事.メタノ〕ル f宝酒造家、}鎗到長会メスを捻q 
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地45スーパー中枢滞滑において外貿埠頭公社が所有又r;J:取得するコンテナ埠頭に係る

一課税模準の特例措慣の砥長{閤定資産税・都高計闇税1
曾悶土交通省� 

…

1.1ま3車体系の中での位置づけ� 2.当初の政策目標が既に逮/ltされていないか

。スーパー中継港湾政策の政策目標!立、平成22年度抜で!こ(14年度比)、。間際港湾問競争激化の中、日本の港の国際競争力回復のため、
低減l若手3ぐち滋湾コストを、釜山港、高雄港並みとなるスーパーや載さ港湾政策を実施。基幹航路を維持し、フィ…ダ…港

化r=よるコスト・輸送総関上昇等を妨止、我が留農業経済の国際 争Ijードタイム{入港~貨物引取)を、� 3-4悶から、シンガポール港並み
競争力強化や箆民生j活向上が不可欠。 の113稼度に短縮することれ6年度からの政策).� 

1; 
018年度現在、港湾コストについては約� 13%削減祭IJ.…ドタイムは約2.1。民政策のー潔で、� f終定外祭場頚の管理運営iこ窮する議建J:tfl寒

連
笠 定し釜外資案事室薬会主主(})数式会社iとを推進盆� 13{主幹部ま1.113)iこ怨;演しており、自穣遼戒に向けて奇襲笑!こ選議長。� 

Q公社毒事ば港湾管潔若宮 i二代わりミ 5大港のコンテナ貨物量の約7苦手~ 。…方、室長UJ豪雪港など豪雪たな競合絡手の誕念、怨2差以上のスピードでの
日本全体の欄}を扱うコンテナ埠頭を建設・還営。株式会社化に コンテナ給大型化による室長会社の寄港先の絞込み強化寄撃で、箆際港
よる埠頭の滋営効滋化{サービス強化等〉が湾政策上、不可欠。 湾問競争激化。我が5大港から欧米墓幸李総務が清うたずる現実的危機。� 

0本政策!ま、現政権の� r港湾の国際議争力回復ム国交省成長戦 。政策関撲を達成するためには、本税苦手jiこより、思織の株式会役化促進
路会議のr港湾民営住Jに疋に合致。 を滋じた港湾コストの低減等を5おることが必要警不可欠。� 

偏っていないか1::措件数が僅少、特定の者F量産a 4.事後書事録毒事における抜書盟主主況� 

0本税制特例の適用者数は4社であるが、平成22年度における漉� 0スーパ…中枢港湾政策の臼標年度が平成22若手渡となっていることを踏
用予定件数(1379件)は相当数あり十分な効果が見込まれる。 まえ、今後、同政策の総括を実施。有

効 。会社税制への機渡しである本税制j(24年度廃止予定)により公社
性 【効率的な運営の効果:平成18年度実績】


化を図ることl久我が国経済の盟際競争力確保のため不可欠。

の早期会社化を促進し、コンァナ埠頭の管理運営のー!替の効率

港湾コスト13%低減(対平成14年度比)、

。本税制lJf立、国交翁成義戦略会議の「港湾民営化j安定に披進。
 リードタイム約2.1日(平日では1.1日)(従前3-4悶)� 

5.織のヨE媛穫量害事kの役書草分短� s財政策巨釣達成手段として、約濃かっ必築費量小措置な捲霊堂か

。我が6大港の競合相手の釜山港などアジア念重要港でi求、コンテナ埠頭
。公社・会社i家、喜怒い地域経済効薬を持つコンテナま孝頭を、港湾管

i二国定資産税等が認せられないか、劉まを草壁渓税等穏当の税がない。
選議iニイ主わり建設，i饗堂。題等は建設・濠蛍蕗で重複なき支援

怨 。また、港湾管翠者のコンァナ簿類i立、鶏まま資産猿笠藍斐翠堂。
.コンテナ機滋建設等:箆盆港湾管理者の無利子貸付

さき 0;;k税額iま会主主務総への橋渡し{会設然霊堂おまで公社税若者iの適用ない
.ま拳霊護送傍の物流務室主施設等の建設: 密の盤麗� f生 公殺は会社税務適尽なし)024年度務.Jt予まきとし、思郊の会社化促進
.スパゆ滋湾への貨物集中等促進 rスーパー~桜港湾警告核と 

0:1.字額公社・会社のコンテナ縁霊震は、綾城の税収 a使湾料~支入港、雇用
したコンテナ物流の総合的集中改革プログラムJ(会綴磁幾〉

拡大、環境負荷低減等に震議長。激化サる溜際港湾問競争や、管理者震
-盗塁費j暴翁コスト:管理者や、アジア主要港とのバランスで説減免

他港との鼓争条件対等化から、� 2k議室1](1/2軽減}は約縫・必要最小娘。� 

0設が関スーパ…中犠港湾の国際競争力強化のためには、会簡のコンテナ貨物の半分以上を扱う外貿埠綴公祉の阜織の株式会社化により、鋭意
工夫あふれるr港湾経営jを早期に実現し、荷主や般会社との緊密な漣携、多様な事業展開等による物流サ…ピス強化‘コスト低減ι地域経務
への震献等の早期実混が必要不可欠。本税制は会社税制への緒渡しの役割があるが、平成24年度来で廃止し、会社化を促進。� 
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|スーパー中枢港湾において外貿埠頭公社が所有又は取得するコンテナ埠頭に係る課税標準の特 l
例措置の延長(固定資産税・都市計画税

蛾烈な国際港湾問競争の中で、近年相対的に地位を低下させている我が国港湾の国際競争力を強化するため、スーパー中枢港湾におい
て外貿埠頭公社が所有又は取得する一定規模以上のコンテナ埠頭に係る固定資産税及ぴ都市計画税の課税標準の特例措置を延長すると
ともに期限(平成24年度末)を設けることで、スーパー中枢港湾である5大港のコンテナ貨物量の約7割、日本全国のコン子ナ貨物量の5割を
量呈コンテナ埠頭を管理運営する埠亜公社の早期株式会社化を促進してコンテナ埠頭の管理運営の一層の効率化を図り、スーパー中枢港湾
の麓争力強化や、設が国産業経済の発展を園る。

【設が園港湾とアジア主要港との欧米基幹航路寄港便数の比較】 【大井埠頭コンテナターミナル】 
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香港シンガポール上海 釜山 東京 横浜 名古医 大阪 神戸

【特例措置の肉容】

(対象)
①外貿埠頭公社が旧外貿埠頭公団より承継した一定規模以上のコンテナ埠頭※
②外貿埠頭公社が平成10年3月31固までに所有している

一定規模以上のコンテナ埠頭※

(肉容)
①について固定資産税・都市計画税の課税標準を3/5とする。
②について固定資産税関都市計画説の課税標準を1/2とする。
※:水深13m以上、延長300m以上、面積90000rri以上の埠頭

水深14m以上、延長:330m以上、面積刊 5500rri以上の埠頭

-本税制は会社税制への梧謹しの役割を有しており

期限(平成24年度末)を設けることにより公社の

早期株式会社化を促進

(国交省成長韓酪会議で議論された

重量E童生をまさに進める税制)



地47 成田国際空港株式会社が所有する業務用固定資産に係る課税標準の特例措置の延長曾国土交通省 

tロ』 

理 
性

1.政策体系の中での位置づけ  2.当初の政策目標が既に達成されていないか  

0我が国の国際競争力を強化するためには、成田空港の更なる容量 
拡大が不可欠である旨大臣が繰り返し発言。

0空港法上、成田空港の設置 E管理は、本来国が行うべきものと規定。

〔成一 一 … 一 時 人であり一般の「
会社とは異なる位置付け。
-関空会社・中部会社は、固と同水準の2分の1の減免が恒久措置。 

0首都圏の旺盛な国際航空需要を踏まえると、現在の成田空港の空港

容量は不十分であり、更なる拡大が不可欠。

〔発着回数2叩来年3llには22万回]山万町拡大に向吋係〕
者と検討を進めていると」ろ。

有 
劫 
性

3.適用件数が僅少、特定の者に偏っていないか  4.事後評価等における確認状況

0本特例措置は、国並び法人である成田会社の経営安定化、国際競 
争力の維持等の観点から、一定の軽減措置が認められたものであ

0本特例措置等により、成田空港の空港容量が着実に拡大。

0成田空港の国際競争力の強化は、空港周辺自治体の経済活性化に

大きく寄与。

〔発着回数が3四になった場合の千葉県内への経済波及効果は年間
約1~154 ， 638億円。 

り、創設当初から成田会社のために設けられたもの。

相

当

性-

5.他の支援措置等との役割分担  6.政策目的達成手段として、的確かつ必要最小限な措置か  

0株式会社化後は、補助金等による支援措置はない。

r

0厳しい経営環境において、着実な施設整備の実施に効果的であり、
特例措置の対象も基本施設〔滑走路s誘導路等}等に限定。 

0成田空港lま、公共性の極めて高い基幹インフフであり、成田空港の競 
争力の強化、利便性の向上は、多くの国民がその利益を享受するも

のであるため、一般の民閉会社に対する特例措置とは異なる措置が

必要。

0空港周辺自治体に対し、航空機騒音対策等に充てるため、交付金を

交付。

〆τ固定資産税は、毎年度の業績とは関係なく一定の納付義務が生じるため、鑑賞¥
環境が厳しいほど大きな負担軽減効果。

-成田空港は、我が園の国際伍空旅客の約6割s国際航空貨物の鈎7割脊取り盤
う国際拠点空港。

¥こ交付金の平成20年度交付総額は約42億円(なお、成田市に約12億円を交付)μ 

lトlーて盆公自は盤団立不経霊時足代営宜す巨はのる主鶴、績整笠点量の信か初達事ら。弘業、を重費政盛三晴霊つが堂いて出1呈資、益事。重な資金については全て会社が借入 事債発q'TI::J;:L)翻
業年度ごとに公団の自己財源のみ

0本特例措置の延長が認められなければ、発着回数30万 回  lけた施設整備が遅れ、義が国の国際競争力が低下す

るとともに、着陸料の引き下げ等による航空ネ21::ワークのi Eになる。



成田国際空港株式会社が所有する業務用固定資産に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税I
我が国の国際競争力を強化する上で必要な空港容量の拡大を着実に推進するために、成田会社に対する固定資産税の特例措置

を2年延長する。

成田会社の業務用固定資産に係る課税標準
対象施設略図(青地部分)

-E霊屋mm冨盟.�  
O成田会社は、国が100%株式を保有

の特例措置(3分の2)について、その適用期
する国並びの法人。� 

限を2年延長する。

O空港法上、成田空港の設置岡管理は、
(対象施設)

本来国が行うべきもの。①空港基本施設に係る土地及び構築物

(滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン)
 O関空会社・中部会社は、固と同水準の� 

②航空保安施設に係る固定資産 2分の1の恒久減免の対象。
(進入灯、滑定路灯、計器着陸用施設等)

国際航空旅客数の増加率 砂(国際航空貨物取扱量の増加率)� 

0急速に大規模な整備を進める東アジアの国際空港間競争に勝ち抜くため、更なる空港容量の拡大を早急に行う必要がある。� 
0このため、成田会社では、昨今の景気低迷、インフルエンザ等による厳しい経営状況においても発着回数30万回への拡大に向け設備投資を行う必要がある。� 
0なお、成田会社は、今後の経済情勢等によっては、今期は赤字に転落する可能性がある。

国際競争力の強化を図る観点から、空港容量拡大に必要な設備投資を確実に実施し、発着回数30万回!こ向けた取り組

みを推進するため、本特例措置の延長が不可欠。

2002 
成田� 3，118万人� 
f=J1I 2，055万人
北 思 �  786万人� 
浦東�  454万人� 
香港�  3，345万人� 

チャンギ� 2，737万人� 

2007 

3，432万人� 
叩� 75万人� 
1，212万人� 
1，309万人� 
4，630万人� 
3，522万人� 

〉‘� 
増加率 |急成長する東アジアの国際空港|
10侃� 

49.6% 可\~ 
61.9% l~I.~--~"-. ~ 
188.2% 

38.4% 

28.7% 


2UU2 2007 増加 率

成田� 194万トン� 221万トン� 13.9% 

イ二J1I� 167万~�  252万トン� 50.7% 

北旦�  30万トシ� 55万トン� 81.4% 

浦東�  47万トン� 183万トシ� 287.7目

香港�  248万九台� 374万乍� 51.0% 

チャンギ� 164万トン� 189万乍� 15.7% 

特例措置が認められない場合に生じる問題� 発着回数:30万回の経済波及効果� 

O仮に施設整備が遅れれば、我が国は国際競争力を失う。� O発着回数が30万回になった場合、千葉県における
経済波及効果は年間約1~~4 ， 638億円。O着陸料の引き下げ等による航空ネットワークの維持が困難になる。
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地50 運輸事業振興助成交付金の綾続 曾国土交通省 

叫、白勺"，.""誕て̂̂'._̂、 ‘山山い仲宇屯一〉晶句¥い晶晶守屯、付.̂-'-唄F'.--'-そ，.，晶 -.，.，.，‘，---一品、，，"ず� 可曙V 時 私F 匂

ゐ 。ヤ�  ~'" . ……川
J 持."，:暗� f 4

dロ』

理

性

1 政援体系のゆでのf愛護づけ� 2.当初の議長兼吉穫が既に達成されていないか� 

O 交付金制度i之、遼総交遂行数におけ;.)"手箆約かつ普遍約な� 
課題であって優先的かつ緊獲に殺り緩むべき、トラック毅送の蓋
全対策金環境対策集議量産適正iじませ3授に最大燦谷支去に活用。� 
このうち、特に、通積畿、遜労滋転警察護法行為を防止9"る等の

塞業適正化対策は隻貨物自重注夏祭遼送響楽議iこ喜基づき実施されて
位長輸送の安全のなめのf婆jとなる取り組みであり、その確実な
実施が必要。� 

O トラック事業における安全、芸義援、事業滋:iE化対策i之、将来に潟!?
て継続的に5建議していく必要がある遂鎗交滋行政の普量量的主主重要施
塞ι

3.適用件数が醸少、特3設の者Iこ儒っていないか� 4欄事後評価等における確認扶況

有� 

効

性

O 交付金事業は、中小零細企業を中心にトラック事業者全般が� 
有効に活用しているものであり、� Cこのことにより、物流の質の向上、� 
効率化等を通仏国民生墳の安会の確保治環境の向上に大きく
重盤。� 

O 安全対策により、営業用トラックによる平成20年の死亡事故件数� 
(407件]はJQ年前(684f自に比べお約3護tl減少。

O 環境対策により、貨物自勤務の2007年度。02排出農は、� 1990
年度比で6.2%削減。

O 事業適正化対策により、平成20章容の過積載件数� (7.285件)は、� 10
年前� (33.948i'牛)に比べ、約6分の� 11こ減少。� 

5.他の3定機措世帯撃との役割分担� 6宵政策目的達成手段として、的機かっ必要最小限な措置か� 

桔
当

性

O トラック害事業翁に対する問様の支援措置等は他に存在してお� 

皇対支策Lに交係付る金ま重制姿j筏なi役まト苦ラ手iをッ担ク輸って送いのる安。全対策、環境対策、適正化

特に、この交付金を縫…の射線として遜積載2遜労運転等違
法行為を防止する毒事の笈物鼠章治主義護送事業法L基づく事業適
ま化対策多実施しているところ袋

O 交付金制度は、強E5裕遂の必婆性からお輸送力の確僅、輸送コスト
の抑制j等を図る織策fF講ずるいとを窃的として創設tされた政策手段で
あり、トフック率業のま岩会対策、� 3寒波対策、事業適正化対策等に有効
に活用。
なお、交付金の綴についても、絞泊使用援の増加及び税額の大幅な

上昇にもかかわらず、昭和54年以降、約180/'意円で推移しており、国
震の納得できる必遣要録小限の機縁。

。交付金制度とより、トラック韓議の安全、理壌、事業適正化詩集等が有効に謀議会れている漉状下で、その蕗止又iま鐘震が

行われれば、事故の増線やC02綴漢への取組みの後退、悪嚢事業者の増加等、鑓民主主義きにも議接な多〈の彰響が懸念さオ1る
ため、不適切翁

雪、，



~ 
仁 %は イ.:";山長c...""，'ムお起点銑i説ゐ込必お占よr争、 ji-(;{:~:ん i 

ν!t:';;..;;:短長;，t~ 蒜説4 

ー・・園陸藷室主覆窪現冒翠認書IDlヨ開理翠置理事m窪頭吾Z理E・・・・
 

f骨髄棚附概醐!室町内'1切る輔~\戸欄嵐蘭係諸榔臓が\:fア営業制軽航機融関関欄糟斡
自動車 自動車税 ー� ιι  ド川¥�  ιi  

営業期鱒� - 重軒並 (最 臨 。事事 関� f油価補助金』による途付(約40阿n;o
貨物議� I 145g/~:A.口、一(車問蓋 3内紛

0フランス燃料税の一部還付(3.4~5.0円nx)
留 ?'園町¥ 3トン・主字額)

。スペイン炭化水素税等の一部霊童付(2.8~4.4内m.)守/り 後象.m� 8;棚� PI 12，000門� 
。イ脅リア軽減1::係る消費税の還付(2.6問f'lj1J•t・56%t必5% 

d+0 ，-品紅鱒d g鱗/ '，.;.，;一 μ""，，乙"，:，，_2.-' 乏しさ 

トー謀議の世銀み:.f:築、なる税率重量が関灘、


Lプ都道麿塁』ラフ弘三回:協会長交付金j告主出(年間約2001慾閉土
 5

fで一三よ…'~~，...>護車像署務諸島振興助成交付金
地方交付税� j 都道 i 

I府県� Y 較油引制見

交付金分1弘地方交付税Iこより手当て

日
-・--頭置~!ヨE畑E 

環護対護{地球温緩化a大気汚議〉� 

oNOx'PM~去率湾代替融資に係る
事i子祷絵� 

O 低公害主義導入効成� 

O省エネ機器導入助成� (EMS等)

軽減引取税の実質的な営自格差を維持し、中小トラック事業者の適正化対策、安全対策、環境対策等を的被!こ推進するため、
トラック事業者のみならずドライ1¥一等も強く婆翠している運輸事業振興助成交付金制度の継続が必要である。� 
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